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行
政
改
革
の
必
要
性

１
．
本
町
財
政
の
現
状

　

わ
が
国
の
経
済
は
回
復
の
兆
し
が

あ
る
も
の
の
、
地
方
に
お
け
る
状
況

は
未
だ
低
迷
の
域
を
脱
し
き
れ
て
お

ら
ず
、
本
町
の
町
税
収
入
は
、
今
後

も
年
々
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
過
疎
地
域
ゆ
え
の
労
働
力
人

口
の
減
少
に
よ
り
、
今
後
も
大
幅
な

増
収
は
見
込
め
ず
、
地
域
経
済
の
活

性
化
や
企
業
誘
致
な
ど
の
企
画
・
事

業
実
施
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

依
存
財
源
が
大
半
を
占
め
る
歳
入

構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地

方
分
権
の
推
進
に
よ
る
三
位
一
体
改

革
な
ど
の
国
の
政
策
や
財
政
状
況
に

左
右
さ
れ
や
す
く
、
抜
本
的
な
改
革

が
必
要
で
す
。

　

今
後
の
行
財
政
運
営
で
は
、
歳
入

と
歳
出
の
収
支
の
均
衡
を
保
つ
と
と

も
に
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
あ
り
方
を
見
直
し
、
極
力
行
政
の

ム
ダ
を
削
り
、
町
民
生
活
に
必
要
不

可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
に
重
点
配
分
化
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
地
方
分
権
時
代
に
ふ

さ
わ
し
く
、
自
主
性
・
自
立
性
に
富

み
、
魅
力
の
あ
る
町
政
を
町
民
と
と

も
に
展
開
し
て
い
く
た
め
、
従
来
の

発
想
や
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ

な
い
新
た
な
視
点
に
立
っ
た
行
財
政

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
抜
本
的
な
改

革
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
た
め
、
新
し
い
町
政
運
営
の

基
本
的
な
指
針
と
し
て
「
能
登
町
行

政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
、
行
政
改

革
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も

に
、
行
政
改
革
推
進
の
具
体
的
な
方

策
で
あ
る
「
実
施
計
画
」
を
定
め
、

そ
の
経
過
に
行
政
や
町
民
な
ど
に
よ

る
評
価
・
見
直
し
を
重
ね
な
が
ら
、

着
実
な
実
施
に
努
め
ま
す
。

　

今
後
の
地
方
分
権
時
代
に
即
し
た

合
理
的
で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
の

実
現
を
目
指
し
、
全
職
員
が
危
機
意

識
を
持
っ
て
行
政
改
革
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
着
実
に
実
行
す
る
た
め

に
次
の
項
目
を
推
進
事
項
と
し
て
定

め
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
を
基
本
方
針
と
し
ま
す
。

　

１
．
組
織
・
機
構
の
合
理
化

　

２
．
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

　

３
．
公
共
施
設
の
適
正
管
理
と
運

　
　
　

営
等
の
効
率
化

　

４
．
財
政
の
健
全
化
に
よ
る
安
定

　
　
　

基
盤
の
確
立

　

５
．
事
務
事
業
の
改
善
・
効
率
化

２
．
実
施
期
間

　

こ
の
計
画
の
実
施
期
間
は
、
平
成

17
年
度
か
ら
平
成
21
年
度
ま
で
の
５

年
間
と
し
ま
す
。

行
政
改
革
の
推
進
事
項

１
．
組
織
・
機
構
の
合
理
化

　　

社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
に
よ
り
多

様
化
・
高
度
化
す
る
行
政
課
題
を
的

確
に
把
握
し
、
町
民
ニ
ー
ズ
に
適
切

か
つ
柔
軟
に
対
応
で
き
る
効
果
的
な

組
織
・
機
構
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
合
理
的
で
適
正
な
定
員
管
理

の
推
進
お
よ
び
給
与
水
準
等
の
適
正

化
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
素
か

つ
効
率
的
な
行
政
体
制
の
確
立
を
進

め
ま
す
。

①
組
織
・
機
構
の
見
直
し

　

定
員
適
正
化
計
画
の
進
ち
ょ
く
状

況
に
合
わ
せ
て
、
課
・
室
な
ど
の
見

直
し
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、
男
女
共

同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、
審
議

会
な
ど
へ
の
女
性
参
画
の
促
進
に
努

め
ま
す
。

②
職
員
配
置
の
見
直
し

　

効
率
的
、
効
果
的
な
職
員
配
置
を

推
進
し
、
業
務
作
業
の
強
化
・
充
実

に
努
め
ま
す
。

③
職
員
定
数
の
適
正
化

　

定
員
適
正
化
計
画
に
よ
り
職
員
数

の
削
減
と
嘱
託
職
員
な
ど
も
含
め
た

総
合
的
か
つ
適
正
な
定
員
管
理
に
努

め
ま
す
。

　
　
　

④
職
員
の
意
識
改
革
の
徹
底

　

行
政
改
革
大
綱
と
一
体
の
も
の
と

し
て「
能
登
町
人
材
育
成
基
本
方
針
」

を
定
め
て
、
本
町
の
新
し
い
時
代
に

お
け
る
人
材
育
成
に
努
め
ま
す
。

⑤
給
与
・
手
当
等
の
見
直
し

　

職
員
の
給
与
水
準
に
つ
い
て
は
、

人
事
院
勧
告
や
民
間
企
業
の
賃
金
水

準
、
社
会
情
勢
な
ど
の
動
向
に
配
慮

し
、
よ
り
透
明
性
の
あ
る
も
の
と
な

る
よ
う
努
め
、
職
員
手
当
に
つ
い
て

も
支
給
基
準
を
総
合
的
に
見
直
し
、

適
正
な
支
給
に
努
め
ま
す
。

２
．
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

　

職
員
の
接
遇
マ
ナ
ー
の
向
上
を
図

り
、
町
民
の
立
場
に
立
っ
た
親
切
な

応
対
を
心
が
け
る
と
と
も
に
、
行
政

事
務
を
簡
素
化
す
る
こ
と
に
よ
り
町

民
の
手
続
き
の
負
担
を
軽
減
し
、
利

便
性
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

①
窓
口
業
務
の
改
善

　

電
算
化
に
よ
る
発
行
手
続
き
の
迅

速
化
お
よ
び
押
印
の
廃
止
の
検
討

な
ど
申
請
・
手
続
き
の
簡
素
化
に
よ

り
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
り

ま
す
。

②
申
請
・
手
続
方
法
等
の
拡
大

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し

た
各
種
申
請
・
届
出
等
の
事
務
手
続

き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
お
よ
び

受
付
体
制
の
整
備
の
検
討
を
進
め
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
効
率
化
・

迅
速
化
を
推
進
し
ま
す
。

３
．
公
共
施
設
の
適
正
管
理
と

運
営
等
の
効
率
化

　

公
共
施
設
の
管
理
運
営
の
徹
底
し

た
見
直
し
を
行
い
、
指
定
管
理
者
制

度
の
活
用
を
図
り
な
が
ら
、
行
政
と

民
間
と
の
新
た
な
役
割
分
担
の
下
、

最
も
適
し
た
管
理
者
に
よ
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
を
行
え
る
体
制
を
整
え
る
ほ

～県内ワースト１の財政状況を立て直すために～
本気で行政改革、  本当の財政改革。

　

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
で
は
日
本
一
で
も
、
町
の
財
政
力
は
県
内
ワ
ー
ス
ト
１
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
行
財
政
改
革

が
必
要
不
可
欠
で
す
。
町
で
は
、
平
成
18
年
3
月
に
行
政
改
革
推
進
委
員
会
（
会
長

：

洲
崎
一
男
）
の
答
申
を
受
け
「
能
登

町
行
政
改
革
大
綱
」
と
「
能
登
町
行
政
改
革
実
施
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
の
町
行
政
の
指
針
の
ひ
と
つ
と
な
る
行
政
改
革
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
？
具
体
的
な
内
容
は
？
大
綱
の
中

身
と
計
画
の
内
容
を
抜
粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

か
、
公
共
施
設
の
必
要
性
に
つ
い
て

も
検
証
し
、
整
理
・
統
合
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

①
管
理
運
営
業
務
の
見
直
し
と
民
間

委
託
の
推
進

　

直
営
ま
た
は
指
定
管
理
者
な
ど
の

選
択
を
行
い
、
効
率
的
・
安
定
的

な
管
理
運
営
体
制
の
確
立
に
努
め

ま
す
。

　

使
用
料
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
料

金
設
定
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

　

民
間
へ
の
業
務
委
託
に
つ
い
て

は
、
計
画
的
に
民
間
委
託
化
を
促
進

し
ま
す
。

②
公
共
施
設
の
整
理
・
合
理
化

　

管
理
運
営
体
制
の
確
立
に
努
め
る

と
と
も
に
、
費
用
対
効
果
や
利
用
実

績
な
ど
か
ら
そ
の
必
要
性
が
低
く
な

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
閉
鎖
ま
た
は

地
元
払
い
下
げ
・
移
譲
も
視
野
に
入

れ
て
整
理
・
統
廃
合
に
努
め
ま
す
。

４
．
財
政
の
健
全
化
に
よ
る
安

定
基
盤
の
確
立

　

厳
し
い
社
会
経
済
と
先
行
き
不
透

明
な
経
済
情
勢
の
下
、
国
の
方
針
で

あ
る
地
方
分
権
の
推
進
に
対
応
す
る

た
め
、
地
方
交
付
税
や
国
・
県
支
出

金
、
地
方
債
な
ど
へ
の
依
存
型
の
財

政
構
造
か
ら
歳
入
規
模
に
見
合
っ
た
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財
政
構
造
へ
の
転
換
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
多
様
化
、
高
度
化
す
る
行

政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
総
合
計

画
と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
、
中

長
期
的
な
財
政
見
通
し
に
基
づ
き
、

重
点
的
か
つ
効
果
的
な
政
策
を
実
施

し
、
事
務
事
業
の
整
理
・
合
理
化
の

推
進
に
よ
り
、
一
層
の
健
全
財
政
の

運
営
を
促
進
し
ま
す
。

　
　①

経
費
の
節
減
・
合
理
化

　

事
務
事
業
の
全
般
に
わ
た
っ
て
効

率
的
・
合
理
的
な
改
善
と
な
る
よ
う

に
見
直
し
、
義
務
的
経
費
の
縮
減
、

投
資
的
経
費
の
抑
制
な
ど
に
よ
っ
て

歳
出
全
般
の
健
全
化
を
図
り
ま
す
。

　

費
用
対
効
果
、
官
民
の
役
割
分
担

の
あ
り
方
、
施
策
の
優
先
順
位
な
ど

を
厳
し
く
精
査
し
、
事
務
事
業
の
徹

底
し
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ

ル
ド
の
推
進
に
努
め
ま
す
。

②
町
税
な
ど
の
収
入
確
保
と
負
担
の

適
正
化

　

町
税
な
ど
の
収
納
率
の
向
上
お
よ

び
使
用
料
な
ど
の
受
益
者
負
担
の
適

正
化
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
税
業
務
に
関
す
る
課
税
客

体
の
的
確
な
把
握
と
、
徴
収
体
制
の

強
化
と
と
も
に
着
実
な
滞
納
整
理
を

実
施
し
、
適
切
な
税
務
行
政
の
遂
行

に
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
課
税

客
体
の
確
保
に
向
け
て
、
積
極
的
な

調
査
・
研
究
に
取
り
組
み
ま
す
。

５
．
事
務
事
業
の
改
善
・
効
率
化

　

社
会
経
済
環
境
の
変
化
に
伴
い
、

多
様
化
・
高
度
化
す
る
新
た
な
行
政

需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
事
務
事
業

の
必
要
性
や
有
効
性
を
精
査
し
、
事

業
の
重
点
化
や
質
的
充
実
を
図
る
と

と
も
に
、
廃
止
や
統
合
も
含
め
た
事

務
事
業
の
再
構
築
に
努
め
ま
す
。

①
総
合
計
画
の
策
定

　

事
業
の
緊
急
性
、
必
要
性
、
有
効

性
な
ど
を
検
証
し
、
将
来
に
向
か
っ

て
均
衡
あ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
実

現
と
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
諸
施
策

の
方
向
性
を
定
め
、
実
効
性
の
あ
る

計
画
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

②
民
間
へ
の
業
務
委
託
の
推
進

　

行
政
と
民
間
の
役
割
分
担
お
よ
び

連
携
を
検
討
し
、
事
務
の
改
善
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
す
る
事
業

に
つ
い
て
は
、
積
極
的
か
つ
計
画
的

に
民
間
委
託
化
を
推
進
し
ま
す
。

③
事
務
事
業
の
見
直
し

　

事
務
事
業
の
全
般
に
わ
た
っ
て
、

必
要
性
、
緊
急
性
、
行
政
効
果
な
ど

を
精
査
し
、
事
業
の
合
理
化
に
努
め

ま
す
。

　

公
共
事
業
な
ど
の
事
務
事
業
に
つ

い
て
は
、
事
務
事
業
評
価
な
ど
の
手

法
を
用
い
て
、
一
層
の
整
理
・
合
理

化
と
簡
素
・
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み

　

県
内
最
悪
と
も
い
わ
れ
る
財
政
の

立
て
直
し
は
急
務
で
、
財
政
再
建
団

体
と
な
ら
な
い
た
め
に
抜
本
的
な
改

革
を
早
期
に
実
施
し
、
自
主
的
に
財

政
を
立
て
直
し
、
簡
素
で
効
率
的
な

行
政
体
制
の
構
築
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
改
革
の
柱
と
し
て
、「
行
政

改
革
大
綱
」
を
有
識
者
、
各
種
団
体

の
代
表
と
公
募
委
員
か
ら
な
る
能
登

町
行
政
改
革
推
進
委
員
会
に
諮
問

し
、
委
員
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
定

め
ま
し
た
。
今
後
は
委
員
会
の
意
見

に
配
慮
し
な
が
ら
、
大
綱
に
基
づ
い

た
本
計
画
を
策
定
し
、
着
実
な
実
施

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

能登町行政改革大綱

実施計画【一般会計関係】（抜粋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

改革項目 実施内容
実施年度および効果額など

H17 H18 H19 H20 H21

課・室等の統廃合 ・合併に伴う機構再編により、旧町村の区域ごとに庁舎が設置されて
   いることから、現在の分庁方式から本庁・支所方式導入に向け、定
   員適正化計画を考慮して、検討と計画立案を図る。
・現在設置されている 26 課 8室 2支所 1出張所を平成 21 年度まで
   に 24 課 5 室となるようにする。

検討 → → → →

行政改革実行委員会
（仮称）の設置

・行政改革大綱に基づく実施計画の実施について、その評価および検
   討、見直しを行い、計画の確実な推進を図る。
・新たな行政改革案を模索し、調整を図りながら、計画への追加およ
   びその実施を促進する。

144 144 144 144

事業再評価審議会の設
置

・国、県の補助金について、有識者などによるその効果および有効性
   について評価、審議などを行い、適正な事業の執行を図る。 58 58 58 58

保育所の統廃合 ・少子化に伴い、保育体制の見直しを行う。
・児童数が 10 人未満になった場合に閉所または統廃合を検討する。 △ 20,000 △ 50,000 △ 50,000 △ 50,000

小・中学校の統廃合 ・平成 20 年 3月を統合最終年とし、町立小学校を 5校（宇出津、  鵜川、
   松波、小木、柳田の各小学校）とする。
・町立中学校を 5校（能都、鵜川、松波、小木、柳田の各中学校）とする。

△ 26,405 △ 33,655 △ 40,906 △ 40,906

定員管理の適正化 ・今後の定員管理の基本的な指針として「能登町定員適正化計画」を
   策定する。
・定員適正化の数値目標
　① 10 年間で総職員数 140 人以上（約 24％）の削減を行う。
　②目標数値の対象となる職員数は、平成 16 年 4月 1日現在の職員
   　  数 594 人とする。

△ 130,680
（△ 18 人）

△ 181,500
（△ 7人）

△ 225,060
（△ 6人）

△ 326,700
（△ 14 人）

△ 442,860
（△ 16 人）

管理職手当の見直し ・20％削減となっている手当をさらに 20％削減するとともに、定額
   化を図る。 △ 7,000 △ 14000 △ 14000 △ 14000 △ 14000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

改革項目 実施内容
実施年度および効果額など

H17 H18 H19 H20 H21

特殊勤務手当の見直し ・町の特殊勤務手当は 14 項目あり、そのうち町が独自に設定したも
   のを中心に、減額、廃止などの見直しを行う。 △ 3,400 △ 3,400 △ 3,400 △ 3,400

期末手当の見直し ・期末手当について、その一部の支給を一時抑制し、特別職分を      
   30％、一般職分を 20％減額するものとする。 △ 93,600 △ 93,600 △ 93,600

勤勉手当の見直し ・勤勉手当について、その一部の支給を一時抑制し、一般職分を
   20％減額するものとする。 △ 47,400 △ 47,400 △ 47,400

特別職の非常勤職員の
報酬の見直し

・特別職の非常勤職員の報酬について、一律 10％を減額する。 △ 6,700 △ 6,700 △ 6,700 △ 6,700

窓口における手続きの
迅速化

・町民の窓口利用に係る利便性の向上を図るため、申請などの手続き
   の簡素化を検討する。（押印の廃止基準策定、添付書類の簡素化など） 検討 → → → →

インターネットを利用
した申請方法等の整備

・インターネットなどを利用した申請・届出などの一部稼働中の手続
   きについて啓発を図るとともに、新たな申請システムの構築および
   受付体制の充実を検討する。

検討 → → →

施設管理、財産管理の
徹底・見直し

・すべての公共施設について財政面や運営状況、費用対効果などをあ
   らためて調査し、事業・経営改善を推進し、または業務委託および
   指定管理者制度の活用を含め、抜本的見直しを行う。

△ 5,000 △ 5,000 △ 5,000 △ 5,000 △ 5,000

ごみ処分場の見直し ・施設の老朽化により、内浦クリーンセンターを平成 21 年度で廃止
   する。
・柳田、内浦両埋立処分場は、埋立状況により 10 年以内に廃止する。 検討 → → →

△ 47,500

→

財政計画の策定 ・中長期的な財政計画を策定し、行政改革大綱および実施計画に基づ
   き、健全な財政運営を図る。
・各種の財政指標の目標値を設定し、類似団体と比較、検討を進めな
   がら、個性あるまちづくりを図る。

実施 → → → →

補助金等の見直し ・現在交付している補助金について全面的に見直し、その内容や使
   途・効果について十分精査し、額の改正や廃止も含め検討して、整
   理・合理化に努める。

△ 81,262 △ 81,262 △ 81,262 △ 81,262

公社の統廃合 ・旧町村にあったそれぞれの公社を統廃合する。 △ 4,000 △ 4,000 △ 4,000 △ 4,000

イベントの見直し ・イベントを全面的に見直し、類似したものを統廃合しイベントの充
   実を行う。 △ 9,550 △ 9,550 △ 9,550 △ 9,550

前納報奨金制度の見直
し

・固定資産税・都市計画税や町県民税の普通徴収分について、これま
   で前納（第 1期に 1年分を納付）の場合に年税額から差し引いて交
   付していた報奨金制度を廃止する。

△ 9,993 △ 9,993 △ 9,993 △ 9,993

能登町定住促進奨励金
制度の見直し

・奨励金制度を廃止する。 △ 5,600 △ 5,600 △ 5,600 △ 5,600

在宅長寿祝金の見直し ・100 歳になった方に交付している在宅長寿祝金について見直し、減
   額を行う。（100 万円→ 5万円相当の品など） △ 950 △ 1,900 △ 7,600 △ 14,250

敬老祝金の見直し ・町に 5年以上居住している年齢 90 歳以上の高齢者に対して交付し
   ている敬老祝金（1人 1万円）については、廃止する。 △ 3,640 △ 3,630 △ 3,570 △ 3,500

結婚祝金制度の見直し ・婚姻した町居住者に対し交付していた祝金（1組 10 万円）について、
  その制度を廃止する。 △ 6,000 △ 6,000 △ 6,000 △ 6,000

すこやかあかちゃんお
祝金制度の見直し

・町居住者の新生児誕生に対して交付していた祝金の額（1人10万円）
  について、減額（1人 5万円）する。 △ 5,500 △ 5,500 △ 5,500 △ 5,500

総合計画の策定 ・能登町総合計画審議会を設置し、町の最上位計画として長期的な視
   点から町の将来ビジョンを描き、「能登町の新しいまちづくりの指
   針」となる総合計画を策定する。

実施 → → →

各庁舎の宿日直業務の
見直し

・夜間の利用がほとんどない柳田庁舎、内浦庁舎の宿直業務を廃止し、
  夜間の庁舎管理について民間のセキュリティシステムを導入する。 △ 1,820 △ 1,820 △ 1,820 △ 1,820

学校の給食業務の見直
し

・それぞれの学校で行ってきた給食調理について、民間への委託を検
   討する。 検討 → → →

投票所の設置の見直し ・投票所を 24 カ所に削減し、投票環境の均一化に努める。
・期日前投票所を増設し、選挙人への利便性を図る。 △ 4,500 △ 4,500 △ 9,000 △ 4,500

ポスター掲示場の設置
の見直し

・投票所の減少に伴いポスター掲示場も減少するので、238 カ所から
   132 カ所に削減し、設置箇所の見直しを行う。 △ 1,378 △ 1,378 △ 2,756 △ 1,378

地域包括支援センター
の設置

・介護保険法の改正に伴い、地域の高齢者を支援する地域包括支援セ
   ンターを設置する。 実施 → → →

各種健診事業の見直し ・町村合併に伴い、健診会場が多くなったことから会場設置の見直し
   を行う。 △ 7,898 △ 7,898 △ 7,898 △ 7,898

し尿処理方法の見直し ・脱水汚泥の処理方法の変更（焼却処理から農地還元や埋立処分など
   へ）を検討する。 検討 → → →

例規集のホームページ
上の公開について

・情報公開の推進により、公開用の電子例規システムをホームページ
   上に掲載し公開する。 120 120 120


